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厚生科学書議会の構成について  

疾病の予防及び治療に関する研究その他所掌事務に関する科学技  
術に関する重要事項を調査審議すること。  

保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、あん  
摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師又は柔道整復師の学校又は養  
成所若しくは養成施設の指定又は認定に関する重要事項を調査審議  
すること。  

特定の疾患（難病、アレルギー等）の疾病対策及び臓器移植対策に  
関する重要事項を調査審議すること。  

地域保健の向上、国民の健康の増進、栄養の改善及び生活習慣病  
対策に関する重要事項を調査審議すること。  

建築物衛生その他生活衛生に係る生活環境に関する重要事項及び  
水道に関する重要事項を調査審議すること。   

精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療に関する重要事項を調  
査書議すること。  

医薬品のリスク等の程度に応じて適切な情報提供等がなされる実効  
性のある制度を構築するため、医薬品販売のあり方全般の見直しにつ  
いて調査書書芸すること。   

原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそ  
れがある緊急の事態への対処に関することとする。但し、他の分科会  
部会に所掌に属するものを除く。   

危機管理部会≡  

化学物質の審査及び製造等の規制に謁し．、化学物質管理をとりまく  
環境の変化を踏まえ、リスク評価の方法等について調査審議すること。  
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厚生科学書議会の構成について  

遺伝子治療臨床研究作業委員一連伝子治療臨床研究に係る生物多様性影書評備                      に関する作業委員会  

（がん、小児免疫不全疾患、冠動脈疾患、末梢性血管疾患、パーキンソン病）  

ヒト胚研究に関する専門委員会   

ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針の見直しに関する専門委員会   

ヒト幹細胞臨床研究に関する審査委員会  

腋器移植委員会   

クロイツフェルト・ヤコブ病等専門委員会   

リウマチ・アレルギー対策専門委員会   

難病対策委員会   

造血幹細胞移植委員会  

水質管理専門委員会  

健康危機管理部会  

－・血化学物質審査規制制度の見直しに関する専門委員会  
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厚
生
科
学
審
議
会
令
 
（
平
成
十
二
牢
六
月
七
日
政
令
第
二
百
八
十
三
号
）
 
 

内
閣
は
、
厚
生
労
働
省
設
置
法
 
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
）
 
第
八
条
第
二
 
 

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。
 
 
 

（
組
織
）
 
 

第
一
条
 
厚
生
科
学
審
議
会
 
（
以
下
 
「
審
議
会
」
 
と
い
う
。
）
 
は
、
委
員
三
十
人
以
 
 
 

内
で
組
織
す
る
。
 
 

2
 
審
議
会
に
、
特
別
の
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
臨
 
 
 

時
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

3
 
審
議
会
に
、
専
門
の
事
項
を
調
査
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
専
門
委
 
 
 

員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

（
委
員
等
の
任
命
）
 
 

第
二
条
 
委
員
及
び
臨
時
委
員
は
、
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
厚
生
労
働
 
 
 

大
臣
が
任
命
す
る
。
 
 

2
 
専
門
委
員
は
、
当
該
専
門
の
事
項
に
問
し
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
 
 
 

厚
生
労
働
大
臣
が
任
余
す
る
。
 
 
 

（
委
員
の
任
期
等
）
 
 

第
三
条
 
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
 
 
 

任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。
 
 

2
 
委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

3
 
臨
時
委
員
は
、
そ
の
者
の
任
命
に
係
る
当
該
特
別
の
事
項
に
関
す
る
調
査
審
議
 
 
 

が
終
了
し
た
と
き
は
、
解
任
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
 
 

ヰ
 
専
門
委
員
は
、
そ
の
者
の
任
命
に
係
る
当
該
専
門
の
事
項
に
関
す
る
調
査
が
終
 
 
 

了
し
た
と
き
は
、
解
任
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
 
 

5
 
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。
 
 

（
会
長
）
 
 

第
四
条
 
審
議
会
に
会
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
任
す
る
。
 
 

2
 
会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
審
議
会
を
代
表
す
る
。
 
 

3
 
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
指
名
す
る
委
員
が
、
そ
の
職
 
 
 

務
を
代
理
す
る
。
 
 
 

（
分
科
会
）
 
 

第
五
条
 
審
議
会
に
、
次
の
麦
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
を
置
き
、
二
れ
∴
エ
∵
ガ
粒
 
 
 

会
の
所
掌
事
務
は
、
審
議
会
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
間
表
バ
ド
・
欄
に
掲
 
 
 

げ
る
と
お
り
と
す
る
。
 
 

3
 
分
科
会
に
分
科
会
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を
置
き
、
当
該
分
科
会
に
試
†
ろ
委
＝
舅
直
江
運
に
L
ふ
．
り
選
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す
る
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す
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4
 
分
科
会
長
は
、
当
該
分
科
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。
 
 

5
 
分
科
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
分
科
会
に
属
す
る
委
員
又
は
臨
時
委
 
 
 

員
の
う
ち
か
ら
分
科
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
者
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
 
 
 

る
む
 
 

6
 
審
議
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
分
科
会
の
議
決
を
も
つ
て
審
議
会
 
 
 

の
議
決
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

（
部
会
）
 
 

第
六
条
 
審
議
会
及
び
分
科
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
を
置
く
こ
 
 
 

と
が
で
き
る
。
 
 

2
 
部
会
に
属
す
べ
き
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
は
、
会
長
（
分
科
会
に
置
 
 
 

か
れ
る
部
会
に
あ
っ
て
は
、
分
科
会
長
）
 
が
指
名
す
る
。
 
 

3
 
部
会
に
部
会
長
を
置
き
、
当
該
都
会
に
属
す
る
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
任
す
る
。
 
 

j
 
部
会
長
は
、
当
該
部
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。
 
 

5
 
部
会
昆
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
部
会
に
属
す
る
委
員
又
は
臨
時
委
員
の
 
 
 

う
ち
か
ら
部
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
者
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。
 
 

6
 
審
議
会
（
分
科
会
に
置
か
れ
る
部
会
に
あ
っ
て
は
、
分
科
会
。
以
下
こ
の
項
に
 
 
 

お
い
て
同
じ
。
）
 
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
の
議
決
を
も
つ
て
審
 
 
 

議
会
の
議
決
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

（
議
事
）
 
 

第
七
条
 
審
議
会
は
、
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
の
過
半
数
が
出
席
 
 
 

）
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
き
、
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
っ
 
 

2
 
審
議
会
の
議
事
は
、
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
で
会
議
に
出
席
 
 
 

し
た
も
の
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
会
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
 
 
 

よ
る
っ
 
 

3
 
前
二
項
の
規
定
は
、
分
科
会
及
び
部
会
の
議
事
に
準
用
す
る
′
J
 
 
 

（
資
料
の
提
出
等
の
要
求
）
 
 

第
八
粂
 
審
議
会
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
 
 
 

き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
表
明
、
説
明
そ
の
 
 
 

他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

（
庶
務
）
 
 

第
九
条
 
審
議
会
の
庶
務
は
、
厚
生
労
働
省
大
臣
官
房
厚
生
科
学
準
二
㍗
二
∴
位
抗
 
 
 

し
、
及
び
処
理
す
る
。
た
だ
し
、
感
染
症
分
科
会
に
係
る
ユ
b
烏
∴
二
ノ
い
て
た
竜
 
 
 

労
働
省
健
康
局
結
核
感
染
症
諜
に
お
い
て
、
生
活
衛
生
適
正
化
分
料
う
‡
這
笑
㌻
 
 
 

の
に
つ
い
て
は
厚
生
労
働
省
健
康
局
生
活
衛
生
課
に
お
い
て
処
理
十
二
・
γ
 
 
 

（
雑
則
）
 
 

第
十
条
 
こ
の
政
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
事
ハ
〃
手
続
そ
ヤ
鱒
審
議
会
バ
渾
京
 
 
 

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
審
議
会
．
に
諮
三
上
乍
警
つ
二
 
 

附
 
則
 
 
 

こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
 
（
平
成
十
∴
手
法
律
第
ぺ
巨
 
 

号
）
 
の
施
行
の
冒
 
（
平
成
十
三
牢
一
月
・
∴
目
）
 
か
ら
施
行
十
る
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厚
生
科
学
審
議
会
運
営
規
程
 
 
 

（
平
成
十
三
牢
一
月
一
九
H
H
 
厚
生
科
学
審
議
会
決
定
）
 
 

一
部
改
正
 
平
成
十
九
牢
一
月
二
四
日
 
 

厚
生
科
学
審
議
会
令
 
（
平
成
十
二
牢
政
令
第
二
百
八
十
三
号
）
 
第
十
条
の
規
定
 
 

に
基
づ
き
、
こ
の
規
程
を
制
定
す
る
っ
 
 

（
会
議
）
 
 

第
一
条
 
厚
生
科
学
審
議
会
 
（
以
下
 
「
審
議
会
」
 
と
い
う
。
）
 
は
、
会
長
が
招
集
 
 
 

す
る
。
 
 

2
 
会
長
は
、
審
議
会
を
招
集
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
期
日
、
 
 
 

場
所
及
び
議
題
を
委
員
並
び
に
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
 
 
 

に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 

3
 
会
長
は
、
議
長
と
し
て
審
議
会
の
議
事
を
整
理
す
る
。
 
 

（
審
議
会
の
部
会
の
設
置
）
 
 

第
二
条
 
会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
・
と
き
は
、
審
議
会
に
諮
っ
て
部
会
 
 
 

（
分
科
会
に
置
か
れ
る
部
会
を
除
く
。
以
下
本
条
か
ら
第
四
条
ま
で
に
お
い
て
 
 
 

同
じ
。
）
 
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
っ
 
 

2
 
会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
二
以
上
の
部
会
を
合
同
し
て
調
 
 
 

査
審
議
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

（
諮
問
の
付
議
）
 
 

第
三
条
 
会
長
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
諮
問
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
諮
問
を
分
 
 
 

科
会
又
は
部
会
に
付
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
っ
 
 

（
分
科
会
及
び
部
会
の
議
決
）
 
 

第
四
条
 
分
科
会
及
び
部
会
の
議
決
は
、
会
長
の
同
意
を
得
て
、
審
議
会
の
議
決
 
 
 

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

（
会
議
の
公
開
）
 
 

第
五
条
 
審
議
会
の
会
議
は
公
開
と
十
・
る
1
 
た
だ
し
、
公
開
す
ろ
二
し
′
∴
∵
よ
い
 

個
人
情
報
の
保
護
に
支
障
を
及
ぼ
十
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
、
知
‥
椚
射
撃
確
そ
 
 

の
他
個
人
若
し
く
は
団
体
の
権
利
利
益
が
不
当
に
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
ろ
 
 

場
合
又
は
国
の
安
全
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
会
長
は
．
芸
議
÷
 
 

非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

2
 
会
長
は
、
会
議
に
お
け
る
秩
序
の
維
持
の
た
め
、
停
徳
人
？
退
場
を
命
デ
ス
 
 
 

な
ど
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
、
 
 

（
議
事
録
）
 
 

第
六
条
 
審
議
会
に
お
け
る
議
事
は
、
次
の
事
項
を
含
・
弟
、
競
警
拳
法
に
記
搬
十
ろ
 
 
 

も
の
と
す
る
。
 
 

一
 
会
議
の
日
時
及
び
場
所
 
 
 

二
 
出
席
し
た
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
の
氏
名
 
 
 

三
 
議
事
と
な
っ
た
事
項
 
 

2
 
議
事
録
は
、
公
開
と
す
る
っ
 
た
だ
ト
、
▼
 
個
人
情
報
γ
保
護
に
友
笛
を
乾
け
二
卓
 
 
 

お
そ
れ
が
あ
る
場
合
又
・
は
知
的
財
産
経
そ
の
他
個
人
若
L
／
＼
は
凋
注
力
権
利
轟
 
 
 

益
が
不
当
に
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
こ
は
、
会
長
誓
言
、
藩
警
や
抜
∴
 
 
 

部
又
は
一
部
を
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
 

3
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
議
事
録
の
全
軍
又
は
∵
許
を
非
小
一
閲
し
÷
7
′
J
撃
へ
〓
ニ
ュ
 
 
 

会
長
は
、
非
公
開
と
し
た
部
分
に
つ
い
て
議
事
要
旨
を
作
成
し
、
二
㌣
を
王
制
 
 
 

す
る
も
の
と
す
る
ゥ
 
 

（
分
科
会
の
部
会
の
設
置
等
）
 
 

第
七
条
 
分
科
会
良
は
、
必
要
が
あ
る
シ
恵
め
る
と
き
予
け
 
分
科
へ
∴
㍍
由
っ
て
諾
 
 
 

会
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

2
 
分
科
会
長
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
付
議
を
草
江
た
ご
き
て
 
上
・
「
二
詔
付
議
 
 
 

事
項
を
前
項
の
部
会
に
付
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
 
 

3
 
第
一
項
の
部
会
の
議
決
は
、
分
科
会
長
の
同
意
を
得
て
．
分
科
会
浩
議
決
・
■
こ
 
 
 

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

4
 
分
科
会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
∴
バ
L
ハ
許
会
を
含
豆
十
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て
調
査
審
議
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
√
ノ
 
 

（
委
員
会
の
設
置
）
 
 

第
八
条
 
部
会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
▼
に
、
部
会
に
諮
っ
て
委
員
会
 
 
 

を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

（
準
用
規
定
）
 
 

第
九
条
 
第
一
条
、
第
五
条
及
び
第
六
条
の
規
定
は
、
分
科
会
及
び
部
会
に
準
用
 
 
 

す
る
。
二
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
条
、
第
五
条
及
び
第
六
条
中
「
会
長
」
と
 
 
 

あ
る
の
は
、
分
科
会
に
あ
っ
て
は
 
「
分
科
会
長
一
、
部
会
に
あ
っ
て
は
 
「
部
会
 
 
 

長
」
 
と
、
第
一
条
中
「
委
員
」
 
と
あ
る
の
は
、
分
科
会
に
あ
っ
て
は
 
「
当
該
分
 
 
 

科
会
に
属
す
る
委
員
一
、
部
会
に
あ
っ
て
は
 
「
当
該
部
会
に
属
す
る
委
員
」
 
と
 
 
 

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
っ
 
 

（
推
則
）
 
 

第
十
条
 
こ
の
規
程
に
定
め
る
ら
の
の
ほ
か
、
審
議
会
、
分
科
会
又
は
部
会
の
運
 
 
 

営
に
必
要
な
事
項
は
、
そ
れ
ぞ
れ
会
長
、
分
科
会
長
文
は
部
会
長
が
定
め
る
。
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厚
生
科
学
審
議
会
科
学
技
術
部
会
運
営
細
則
 
 
 

（
平
成
卜
三
牢
二
月
七
日
 
科
学
技
術
部
会
長
決
定
）
 
 

撃
生
科
学
書
議
会
運
営
規
程
 
（
平
成
十
三
年
一
月
十
九
日
厚
生
科
学
審
議
会
決
 
 

定
）
 
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
細
則
を
制
定
す
る
。
 
 

（
委
員
会
の
設
置
）
 
 

第
一
条
 
厚
生
科
学
者
議
会
科
学
技
術
部
会
 
（
以
下
 
「
部
会
」
 
と
い
う
。
）
 
に
、
 
 
 

そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
委
員
会
を
置
く
。
 
 

（
委
員
会
の
構
成
）
 
 

第
二
条
 
委
員
会
は
、
厚
生
科
学
審
議
会
の
委
員
、
臨
時
委
員
又
は
専
門
委
員
の
 
 
 

中
か
ら
部
会
長
が
指
名
す
る
者
 
（
以
下
 
「
委
員
会
委
員
．
一
）
 
に
よ
り
構
成
す
る
。
 
 

へ
委
員
長
の
指
名
）
 
 

第
三
条
 
委
員
会
に
委
員
長
を
置
く
。
委
員
長
は
、
委
員
会
委
員
の
ゃ
か
ら
、
部
 
 
 

会
長
が
指
名
す
る
っ
 
 

（
会
議
等
）
 
 

第
四
条
 
委
員
会
は
、
委
員
長
が
招
集
す
る
。
 
 

2
 
委
員
長
は
、
委
員
会
を
招
集
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
期
日
、
 
 
 

場
所
及
び
議
題
を
委
員
会
委
員
に
通
知
，
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

3
 
委
員
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
議
長
と
し
て
委
員
会
の
議
事
を
整
理
す
る
。
 
 

4
 
委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
委
員
会
委
員
の
う
ち
か
ら
あ
ら
か
じ
め
委
 
 
 

員
長
が
指
名
し
た
者
が
そ
の
職
務
を
行
う
。
 
 

（
会
議
の
公
開
）
 
 

第
五
条
 
委
員
会
 
（
第
七
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
次
条
に
お
い
て
同
 
 
 

じ
。
）
 
の
会
議
は
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
、
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
個
人
情
 
 
 

報
の
保
護
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
又
は
知
的
財
産
権
そ
の
他
個
 
 
 

人
若
し
く
は
団
体
の
権
利
利
益
が
不
当
に
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
 
 
 

は
、
委
員
長
は
、
会
議
を
非
公
開
上
す
る
二
と
が
で
き
る
〕
 
 

2
 
委
員
長
は
、
会
議
に
お
け
る
秩
序
〃
維
持
の
た
め
、
傍
聴
人
爪
追
撃
を
や
T
 
 
 

る
な
ど
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
U
 
 

（
議
事
録
）
 
 

第
六
条
 
委
員
会
に
お
け
る
議
事
は
、
次
の
事
項
を
含
示
、
議
事
録
に
記
撃
丁
る
 
 
 

も
の
と
す
る
。
 
 
 

仙
 
会
議
の
目
時
及
び
場
所
 
 
 

二
 
出
席
し
た
委
員
会
委
員
の
氏
名
 
 
 

三
 
議
事
と
な
っ
た
事
項
 
 

2
 
議
事
録
は
、
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
、
個
人
情
報
の
保
護
に
支
障
吾
竺
十
∵
丁
 
 
 

お
そ
れ
が
あ
る
場
合
又
は
知
的
財
産
権
そ
の
他
個
人
若
し
ノ
＼
は
刊
捧
の
経
机
梢
 
 
 

益
が
不
当
に
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
委
員
長
は
、
議
事
録
い
〃
 
 
 

全
部
又
は
一
部
を
非
公
開
と
す
る
二
と
が
で
き
る
t
J
 
 

3
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
議
事
録
の
全
部
又
は
∵
誹
を
非
八
一
撃
と
十
る
場
′
ざ
一
三
 
 
 

委
員
長
は
、
非
公
開
と
L
た
部
分
に
つ
い
て
議
事
要
旨
を
作
成
L
、
二
h
．
を
公
 
 
 

開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 
 

（
部
会
の
定
め
る
委
員
会
こ
採
る
取
扱
、
∵
 
 

第
七
粂
 
部
会
の
定
め
る
委
員
会
の
会
議
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
第
一
填
た
た
L
 
 
 

書
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
非
公
開
と
す
る
二
と
が
で
き
7
レ
 
た
だ
L
、
委
員
長
た
 
 
 

前
条
第
二
項
た
だ
し
苦
及
び
第
三
項
刀
趣
旨
を
踏
妄
え
、
議
廃
憂
旨
を
作
成
．
∴
 
 
 

こ
れ
を
公
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 
 

（
部
会
の
庶
務
）
 
 

第
八
条
 
部
会
の
庶
務
は
、
厚
生
労
働
省
大
臣
官
房
厚
生
科
学
謙
二
．
右
い
て
総
括
 
 
 

し
、
及
び
処
理
す
る
。
 
 

（
雑
則
）
 
 

第
九
粂
 
こ
の
細
則
に
定
め
る
も
の
〔
〃
ほ
⊥
‥
∴
 
部
会
又
、
に
委
員
ム
ム
∴
運
営
に
＝
▼
丈
要
 
 
 

な
事
項
は
、
部
会
長
又
は
委
員
長
が
定
・
め
ろ
へ
ー
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